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新
生
活
を
応
援
！
令
和
３
年

度
の
定
住
促
進
補
助
制
度

市
街
化
調
整
区
域
等
空
き
家
購

入
補
助
金

対
象　
市
街
化
調
整
区
域
（
西

方
地
域
は
用
途
地
域
外
）
に
空

き
家
を
購
入
（
令
和
２
年
４
月

～
令
和
５
年
３
月
の
契
約
）
し

て
転
入
・
転
居
し
た
方

補
助
金
額　
20
万
円

申
請
期
限　
令
和
６
年
３
月
31

日
（
日
）

結
婚
新
生
活
支
援
補
助
金

　
新
婚
生
活
を
始
め
る
夫
婦
の

住
ま
い
に
関
す
る
費
用
を
補
助

対
象　
令
和
３
年
１
月
１
日
以

降
に
婚
姻
し
た
、
所
得
合
計

４
０
０
万
円
未
満
か
つ
各
々
の

年
齢
が
39
歳
以
下
の
新
婚
夫
婦

補
助
対
象
費
用　
令
和
３
年
１

月
１
日
以
降
に
生
じ
た
住
宅
の

購
入
・
賃
借
費
用
・
引
越
費
用

補
助
金
額　
30
万
円
ま
で

申
請
期
限　
令
和
４
年
３
月
31

日
（
木
）

【
フ
ラ
ッ
ト
35
】
地
域
連
携
型

　
市
が
住
宅
金
融
支
援
機
構
と

連
携
し
、
長
期
固
定
金
利
住
宅

ロ
ー
ン
【
フ
ラ
ッ
ト
35
】
の
借

入
金
利
を
引
き
下
げ
ま
す
。

対
象　
「
ま
ち
な
か
定
住
促
進

住
宅
新
築
等
補
助
金
」「
市
街

化
調
整
区
域
等
空
き
家
購
入

補
助
金
」「
空
き
家
バ
ン
ク
リ

フ
ォ
ー
ム
補
助
金
」「
木
造
住

宅
耐
震
改
修
費
等
補
助
金
」
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

支
援
内
容　
【
フ
ラ
ッ
ト
35
】

の
借
入
金
利
を
当
初
５
年
間
、

年
０
．25
％
引
き
下
げ
。ま
た
、

【
フ
ラ
ッ
ト
35
】
Ｓ
と
の
併
用

に
よ
り
、
最
大
で
０
．
50
％
引

き
下
げ
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

申
請
先
【
フ
ラ
ッ
ト
35
】
の
取

扱
金
融
機
関
へ
申
請

※
い
ず
れ
も
記
載
内
容
以
外
に

複
数
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳

細
は
問
合
先
へ
。

問 

地
域
政
策
課
☎

（21）
２
４
５
３

空
き
家
と
一
緒
に
農
地
を

「
売
り
た
い
・
貸
し
た
い
」「
買

い
た
い
・
借
り
た
い
」
方
へ

栃
木
市
空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
さ

れ
た
空
き
家
に
付
属
し
た
農
地
が

取
得
し
や
す
く
な
り
ま
し
た

　
耕
作
の
た
め
に
農
地
を
買
っ

た
り
借
り
た
り
す
る
に
は
、
農

地
の
取
得
後
の
耕
作
面
積
が
原

則
50
ア
ー
ル
以
上
必
要
で
す
。

　
市
農
業
委
員
会
で
は
こ
の
要

件
を
一
部
変
更
し
、
対
象
と
な

る
農
地
が
、
位
置
や
形
状
か
ら

見
て
空
き
家
の
取
得
者
が
耕
作

す
る
こ
と
が
妥
当
な
農
地
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

耕
作
面
積
を
１
㎡
以
上
と
し
て

農
地
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

事
前
に
手
続
き
が
必
要
で

す
。
詳
し
く
は
問
合
先
へ
。

問 

農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎

（21）
２
３
９
５

令
和
３
年
４
月
か
ら
の
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

令
和
３
年
度
の
保
険
料
率
等

均
等
割
額　
４
３
，
２
０
０
円　
　

所
得
割
率　
８
．
54
％  

賦
課
限
度
額　
64
万
円

令
和
３
年
度
の
改
正
点

　
所
得
の
低
い
方
へ
の
保
険
料

の
軽
減
が
次
の
と
お
り
変
わ
り

ま
す
。

均
等
割
額
の
軽
減
割
合
が
本
来

の
７
割
と
な
り
ま
す

　
平
成
30
年
度
ま
で
特
例
と
し

て
行
わ
れ
て
き
た
軽
減
措
置

は
、
国
の
見
直
し
に
よ
り
、
段

階
的
に
本
来
の
割
合
へ
と
変
更

さ
れ
て
い
ま
す
。
令
和
３
年
度

以
降
は
本
来
の
軽
減
割
合
で
あ

る
７
割
軽
減
と
な
り
ま
す
。

軽
減
割
合

令
和
２
年
度　
７
．
75
割
軽
減　

令
和
３
年
度　
７
割
軽
減

所
得
の
低
い
方
の
保
険
料
の
均

等
割
額
の
軽
減
基
準
額
が
変
わ

り
ま
す

　
国
に
よ
る
個
人
所
得
課
税
の

改
正
に
伴
い
、
保
険
料
の
均
等

割
額
軽
減
に
係
る
基
準
額
を
見

直
し
ま
し
た
。
令
和
３
年
度
よ

り
、
世
帯
の
保
険
料
額
を
軽
減

す
る
基
準
と
な
る
所
得
額
を
、

次
の
と
お
り
変
更
し
ま
し
た
。

　
世
帯
（
被
保
険
者
全
員
と
世

帯
主
）
の
合
計
所
得
が
右
表
の

基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
、
均

等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す

※
世
帯
は
、
そ
の
年
度
の
４
月

１
日
（
年
度
途
中
に
資
格
を
取

得
し
た
方
は
資
格
取
得
日
）
時

点
の
状
況
で
判
定
し
ま
す
。

＊「
給
与
所
得
者
等
の
数
」　

　
世
帯
の
中
で
次
の
い
ず
れ
か

の
条
件
を
満
た
す
方
の
合
計
人

数
で
す
。
該
当
す
る
方
が
い
な

い
場
合
は
１
と
し
ま
す
。

・
給
与
収
入
額
が
、
55
万
円
を

超
え
る
方

・
65
歳
未
満
の
場
合
、
公
的
年

金
等
の
収
入
額
が
60
万
円
を
超

え
る
方

・
65
歳
以
上
の
場
合
、
公
的
年

金
等
の
収
入
額
が
１
２
５
万
円

を
超
え
る
方

問 

栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合

☎
０
２
８
‐
６
２
７
‐
６
８
０
５

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
「
障

が
い
認
定
」
の
お
知
ら
せ

　
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る

か
障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る

方
で
、
次
に
該
当
す
る
方
は
、

65
歳
の
誕
生
日
か
ら
、
申
請
に

よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象　

身
体
障
害
者
手
帳
／
１
～
３
級

お
よ
び
４
級
の
一
部

☆
４
級
の
一
部

・
音
声
、
言
語
機
能
の
著
し
い
障
害

・
両
下
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く

・ 

一
下
肢
の
下
腿
の
２
分
の
１

以
上
を
欠
く

・
一
下
肢
の
機
能
の
著
し
い
障
害

療
育
手
帳
／
Ａ
１
お
よ
び
Ａ
２

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
／

１
・
２
級

障
害
年
金
／
１
・
２
級

手
続
き　
次
の
書
類
を
お
持
ち

の
う
え
、
問
合
先
へ

障
害
者
手
帳 

ま
た
は 

障
害
年

金
証
書
、
健
康
保
険
証
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も
の

※
次
の
書
類
を
お
持
ち
の
方
は

あ
わ
せ
て
お
持
ち
く
だ
さ
い

重
度
心
身
障
が
い
者
医
療
費
受

給
資
格
者
証
、
特
定
疾
病
療
養

受
療
証

問 

保
険
年
金
課
☎

（21）
２
１
３
７

自
動
車
税
（
県
税
）
／
軽
自

動
車
税
（
市
税
）
の
納
税
通

知
書
が
発
送
し
ま
す

納
期
限
は
５
月
31
日
（
月
）
で

す
。期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

発
布
日　

自
動
車
税　
　

５

月
６
日
（
木
）、
軽
自
動
車
税　

５
月
７
日
（
金
）　

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
で
納
付
が
で
き
ま
す

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
で
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
決
済
が
で
き
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
車
検
用
の
納
税
証
明
書
は
発

行
さ
れ
ま
せ
ん
。
必
要
な
場
合

は
問
合
先
窓
口
に
て
申
請
く
だ

さ
い
（
無
料
）

※
窓
口
で
の
納
税
証
明
書
の
発

行
は
、
納
付
か
ら
通
常
２
週
間

程
度
か
か
り
ま
す
。
車
検
を
お

急
ぎ
の
場
合
は
、
コ
ン
ビ
ニ
や

取
扱
金
融
機
関
、
市
役
所
窓
口

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

障
が
い
の
あ
る
方
な
ど
の
減
免

※
車
い
す
移
動
車
等
構
造
改
造

車
を
お
持
ち
の
方
、
心
身
障
が

い
者
の
方
は
、
一
定
の
条
件
に

よ
り
軽
自
動
車
税
が
減
免
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
減
免
は

５
月
31
日
（
月
）
ま
で
に
申
請

が
必
要
で
す
。
納
税
通
知
書
が

届
い
た
ら
早
め
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。詳
し
く
は
問
合
先
へ
。

問 

自
動
車
税
（
県
税
）
栃
木

県
税
事
務
所 

☎
（23）
３
４
１
４

軽
自
動
車
税
（
市
税
）

税
務
課 

☎
（21）
２
２
６
１

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

は
毎
年
１
月
１
日
に
市
内
に
土

地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有

す
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
納

期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

家
屋
の
新
増
築
又
は
取
壊
し
等

を
し
た
と
き
は
、
税
務
課
資
産

税
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

発
布
日　
５
月
７
日
（
金
）

納
期
限　
全
期
・
第
１
期
５
月

31
日
（
月
）

第
２
期　
８
月
２
日
（
月
）

第
３
期　
９
月
30
日
（
木
）

第
４
期　
11
月
30
日
（
火
）

問 

税
務
課　

 

☎
（21）
２
２
７
１

東
日
本
台
風
で
被
災
し
て
滅

失
し
た
住
宅
の
土
地
の
持
ち

主
の
方
へ 

土
地
の
固
定
資
産

税
の
特
例
が
適
用
さ
れ
ま
す

　

令
和
元
年
東
日
本
台
風
の

被
害
に
よ
り
滅
失
し
た
住
宅
が

建
っ
て
い
た
土
地
に
は
、
令
和
３

年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
に
は
特
例
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

特
例
の
内
容　
令
和
３
年
度（
発

災
時
の
翌
々
年
度
）
ま
で
、「
住

宅
用
地
に
対
す
る
課
税
標
準
の
特

例
」
と
同
様
の
特
例
が
適
用
さ
れ

ま
す
。
住
宅
が
建
っ
て
い
な
く
て

も「
被
災
住
宅
用
地
」と
し
て「
住

宅
用
地
」
と
同
様
の
特
例
を
適
用

し
、
税
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

住
宅
用
地
に
対
す
る
課
税
標
準

の
特
例
」
と
は　
床
面
積
の
一

定
割
合
以
上
が
居
住
用
と
な
っ

て
い
る
住
宅
が
建
っ
て
い
る
土

地
（
＝
「
住
宅
用
地
」）
に
適

用
さ
れ
る
特
例
で
す
。
特
例
措

置
に
よ
り
税
額
が
軽
減
さ
れ
て

い
ま
す
。
詳
細
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
被
災
住
宅
の
特
例
は
令
和
３

年
度
で
終
了
す
る
予
定
で
す
。

令
和
４
年
１
月
１
日
ま
で
に
専

用
住
宅
等
の
家
屋
が
完
成
し
て

い
な
い
場
合
、
令
和
４
年
度
は

課
税
標
準
の
特
例
は
適
用
さ
れ

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

適
用
要
件　
次
の
す
べ
て
の
要

件
を
満
た
す
土
地

・
令
和
元
年
東
日
本
台
風
に
よ

り
滅
失
し
た
住
宅
の
土
地

・
台
風
発
生
時
に
、
住
宅
用
地

に
対
す
る
課
税
標
準
の
特
例
が

適
用
さ
れ
て
い
た
土
地

・
台
風
発
生
時
に
所
有
し
て
い

た
方
が
引
き
続
き
所
有
し
て
い

る
こ
と
（
所
有
し
い
た
方
の
相

続
人
・
３
親
等
以
内
の
親
族
・

合
併
法
人
を
含
む
）

※
自
己
都
合
に
よ
り
取
り
壊
し

た
場
合
な
ど
、
条
件
に
よ
っ
て

は
適
用
除
外
と
な
り
ま
す
。

問 

税
務
課　
☎

（21）
２
２
７
１

５
月
12
日
は
民
生
委
員
児
童

委
員
の
日

　
市
で
は
、
３
９
４
名
の
民
生

委
員
児
童
委
員
及
び
主
任
児
童

委
員
が
活
動
し
て
い
ま
す
。
地

域
の
皆
さ
ん
と
助
け
合
い
、
見

守
り
活
動
を
と
お
し
て
、「
声

を
出
せ
な
い
人
」「
声
を
出
さ

な
い
人
」「
気
に
な
る
人
」
を

発
見
し
た
ら
、
今
ど
ん
な
支
援

や
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
か
私
達
委

員
が
可
能
な
限
り
ア
ド
バ
イ
ス

を
行
い
、各
機
関
に
繋
ぎ
ま
す
。

心
配
ご
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
時
は
ご
相
談
を

・
子
ど
も
に
関
す
る
こ
と
（
妊

娠
、子
育
て
、い
じ
め
、虐
待
等
）

・
高
齢
者
に
関
す
る
こ
と
（
介

護
や
看
護
等
）

・
障
が
い
児
・
者
に
関
す
る
こ

と
（
外
出
時
の
支
援
、
障
が
い

者
手
帳
の
交
付
等
）

・
そ
の
他
、
生
活
全
般
に
関
す

る
こ
と
（
健
康
、
医
療
、
福
祉

サ
ー
ビ
ス
、
生
活
費
等
）

※
皆
さ
ん
の
相
談
内
容
や
個
人

の
秘
密
は
民
生
委
員
法
の
守
秘

義
務
で
守
ら
れ
ま
す
。

問 　

栃
木
市
民
生
委
員
児
童

委
員
協
議
会
連
合
会
（
福
祉
総

務
課
内
）　
☎

（21）
２
２
０
１

市
の
補
助
金
を
活
用
し
て
獣

害
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

　
収
穫
せ
ず
に
畑
に
放
置
さ
れ

た
野
菜
や
、
ル
ー
ル
を
守
ら
な

い
ゴ
ミ
の
出
し
方
は
、
野
生
鳥

獣
を
集
落
に
引
き
寄
せ
る
原
因

と
な
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
環
境

整
備
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　
市
で
は
、シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
、

ハ
ク
ビ
シ
ン
等
の
出
没
に
よ
る

農
業
被
害
、
生
活
環
境
被
害
を

防
ぐ
た
め
に
、
侵
入
防
止
柵
や

箱
わ
な
の
設
置
の
補
助
を
し
て

い
ま
す
。
設
備
の
設
置
前
に
申

請
が
必
要
で
す
。
ま
ず
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

※
今
年
度
よ
り
、ハ
ク
ビ
シ
ン・

ア
ラ
イ
グ
マ
を
個
人
で
捕
獲
し

た
場
合
、
報
償
費
を
お
支
払
い

し
ま
す
（
捕
獲
に
は
許
可
が
必

要
で
す
）。
ご
自
分
で
処
理
す
る

こ
と
が
難
し
い
場
合
は
、
捕
獲

従
事
者
に
よ
る
引
き
取
り
を
行

い
ま
す
。
詳
し
く
は
問
合
先
へ
。

問 

農
林
整
備
課
☎

（21）
２
２
８
９

遺
跡
（
埋
蔵
文
化
財
）
の
範

囲
内
で
の
工
事
に
は
文
化
財

保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
届

け
出
が
必
要
で
す

　

個
人
、
法
人
に
関
わ
ら
ず
、

住
宅
地
の
造
成
・
建
築
・
解
体
、

山
林
の
抜
根
、
水
道
を
引
き
込

む
等
、
土
地
を
掘
削
す
る
工
事

は
、
事
前
に
問
合
先
窓
口
（
市

役
所
４
階
）
で
埋
蔵
文
化
財
包

蔵
地
か
ど
う
か
確
認
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
調
べ
た
い
場
所
が
わ
か
る
地

図
と
所
在
地
の
住
所
も
し
く
は

地
番
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。
Ｆ

Ａ
Ｘ
で
も
対
応
し
て
い
ま
す
。

（
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合
は
必
ず
電
話

を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。）  

問 

文
化
課　

☎ 

（21）
２
４
９
７

Ｆ
Ａ
Ｘ 

（21）
２
６
９
０

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX28-0169

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎22-3535
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

 

お
知
ら
せ 

軽減割合 均等割の軽減が摘用となる
世帯の所得額の条件

７割軽減
基礎控除額（43万円）
+10万円×（給与所得者等の数（*）
－１）を超えない世帯

５割軽減
基礎控除額（43万円）+10万円×（給
与所得者等の数（*）－１）+（28.5
万円×被保険者数）を超えない世帯

２割軽減
基礎控除額（43万円）+10万円×
（給与所得者等の数（*）－１）+（52
万円×被保険者数）を超えない世帯


